
　(単位：千円)

国 都道府県 入　湯　税 そ　の　他

A

a

B

b

C 5,733 4,000 178 1,555

c 4,193 2,900 133 1,160

d 1,540 1,100 45 395

D 45,388 22,200 1,745 21,443

e 6,775 698 6,077

f 9,179 946 8,233

g 981 101 880

E 26,811 2,362 24,449

h 3,715 383 3,332

i 19,212 1,979 17,233

入湯税充当可能事業(A+B+C+D+E) 77,932 26,200 4,285 47,447

入湯税充当事業(a+b+c+d+e+f+g+h+i) 45,595 4,000 4,285 37,310
合　　　　　　計

小型動力ポンプ

令和2年度入湯税の使途状況について

区　　　　　分　　　(事　業　名) 事　業　費

財　源　内　訳

備　　　考支　出　金
地方債

負担金
その他

一般財源等

印刷製本費・広告料

胎内市観光協会負担金

クアハウスたいない施設改修工事

 該当なし

環境衛生施設の整備(入湯税を充当していない分を含む)

鉱泉源の保護管理施設(入湯税を充当していない分を含む)

 該当なし

観光振興(入湯税を充当していない分を含む)

交流促進施設改修工事

消防施設等の整備(入湯税を充当していない分を含む)

消防施設整備工事

観光施設の整備(入湯税を充当していない分を含む)

塩の湯温泉施設改修工事


